
令和４年度鳥羽市地域防災計画（地震・津波対策編）修正案への意見・回答一覧

NO ページ 該当箇所 意見 回答

1 - 第３部　第６章　第１節
「海上保安庁」「第４管区海上保安本部」「鳥羽海上保安部」及び「各海上保
安部」の記載の一部に誤記と実施主体が不明確な部分が散見される。

　意見のとおり修正し、実施主体を明確に記載します。

2 218
第３部　第６章　第１節　第２項
主要対策項目　表中

表中、「海上保安部」を「鳥羽海上保安部（以下、海上保安部と略）」に変更
　意見のとおり修正します。

3 219
第３部　第６章　第１節　第３項
計画関係者共通事項等

ア海上での災害
系統図の「海上災害防止センター」を「指定海上防災機関」に変更

　意見のとおり修正します。

4 219
第３部　第６章　第１節　第３項
計画関係者共通事項等

系統図下の説明書きを「海上災害防止センター」を「指定海上防災機関」に、
「海上保安部長官」を「海上保安庁長官」に変更

　意見のとおり修正します。

5 220
第３部　第６章　第１節　第３項
計画関係者共通事項等

イ陸上起因での災害
系統図の「海上災害防止センター」を「指定海上防災機関」に変更

　意見のとおり修正します。

6 221
第３部　第６章　第１節　第３項
２　応急対策活動

（3）関係機関に対する協力要請に「鳥羽地区排出油等防除協議会」を追加
　意見のとおり追加します。

7 221
第３部　第６章　第１節　第３項
４　流出油防除応急対策活動

（1）実施機関に「鳥羽地区排出油等防除協議会」を追加
　意見のとおり追加します。
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